
政
令
第

号

景
観
法
及
び
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
及
び
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
七
を
第
二
十
九
条
の
八
と
し
、
第
二
十
九
条
の
四
か
ら
第
二
十
九
条
の
六
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
十
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

切
土
若
し
く
は
盛
土
に
よ
つ
て
生
じ
る
法
の
高
さ
の
最
高
限
度
、
開
発
区
域
内
に
お
い
て
予
定
さ
れ
る
建
築
物
の
敷

の
り

地
面
積
の
最
低
限
度
又
は
木
竹
の
保
全
若
し
く
は
適
切
な
植
栽
が
行
わ
れ
る
土
地
の
面
積
の
最
低
限
度
に
関
す
る
制
限



を
、
良
好
な
景
観
の
形
成
を
図
る
た
め
に
必
要
な
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

切
土
又
は
盛
土
に
よ
つ
て
生
じ
る
法
の
高
さ
の
最
高
限
度
に
関
す
る
制
限
は
、
区
域
、
目
的
、
開
発
区
域
の
規
模
又

の
り

は
予
定
建
築
物
等
の
用
途
を
限
り
、
開
発
区
域
内
の
土
地
の
地
形
に
応
じ
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
範
囲
で
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

開
発
区
域
内
に
お
い
て
予
定
さ
れ
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
に
関
す
る
制
限
は
、
区
域
、
目
的
又
は
予
定

さ
れ
る
建
築
物
の
用
途
を
限
り
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

木
竹
の
保
全
又
は
適
切
な
植
栽
が
行
わ
れ
る
土
地
の
面
積
の
最
低
限
度
に
関
す
る
制
限
は
、
区
域
、
目
的
、
開
発
区

域
の
規
模
又
は
予
定
建
築
物
等
の
用
途
を
限
り
、
木
竹
の
保
全
又
は
適
切
な
植
栽
が
行
わ
れ
る
土
地
の
面
積
の
開
発
区

域
の
面
積
に
対
す
る
割
合
が
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
範
囲
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
技
術
的
細
目
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
（
広
告
物
の
表
示
及
び
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置



の
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
上
野
市
」
を
「
伊
賀
市
」
に
、
「
徳
山
市
」
を
「
周
南
市
」
に
、
「
川
内
市
」
を
「
薩
摩
川
内
市
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
の
七
中
「
第
一
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
九
と
す
る
。

第
十
一
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
一
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
一
条
の
八
と
す
る
。

第
十
一
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
施
行
地
区
の
全
部
又
は
一
部
が
景
観
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
基

準
）

第
十
一
条
の
六

法
第
一
条
第
四
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
が



施
行
さ
れ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

施
行
地
区
の
面
積
が
〇
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

街
路
等
で
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル
（
施
行
地
区
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は

、
八
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。

ハ

当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
道
路
、
公
園
、
広
場
又
は
緑
地
の
用
に
供
す
る
土

地
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
の
面
積
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

施
行
地
区
内
の
景
観
計
画
区
域
の
面
積
が
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
区
域

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

施
行
地
区
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

幅
員
が
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
街
路
等
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。

ハ

当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
道
路
、
公
園
、
広
場
又
は
緑
地
の
用
に
供
す
る
土

地
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
の
面
積
の
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。



ニ

新
た
に
造
成
さ
れ
る
住
宅
市
街
地
が
施
行
地
区
の
大
部
分
を
占
め
、
又
は
一
以
上
の
住
区
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
住

宅
市
街
地
が
新
た
に
造
成
さ
れ
る
こ
と
。

ホ

施
行
地
区
内
の
景
観
計
画
区
域
の
面
積
が
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
施
行
地
区
の
全
部
又
は
一
部
が
景
観
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要

す
る
費
用
の
範
囲
）

第
十
一
条
の
七

法
第
一
条
第
四
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
は
、
土
地
区
画

整
理
法
施
行
令
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
（
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
費
用
の
二
分
の
一
と
す
る
。

第
十
四
条
第
五
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
都
市
緑
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
十
七
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
第
三
十
六
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
第
三
十
五
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、

第
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
景
観
重
要
建
造
物
の



保
存
に
係
る
行
為

第
十
一
条
中
「
第
三
十
五
条
第
八
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
」
を
「
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「

第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
号
の
休
養
施
設
又
は
教
養
施
設
で
あ
る
建
築
物
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物

百
分
の
二
十

イ

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
国
宝
、
重
要
文
化
財
、
重
要
有
形
民
俗



文
化
財
、
特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
若
し
く
は
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
と
し
て
指
定
さ
れ
、
又
は
登
録
有
形
文
化

財
と
し
て
登
録
さ
れ
た
建
築
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
じ
て
歴
史
上
又
は
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
建
築
物

ロ

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
景
観
重
要
建
造
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
建
築
物

（
日
本
道
路
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

日
本
道
路
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
首
都
高
速
道
路
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

首
都
高
速
道
路
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



十
八

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
阪
神
高
速
道
路
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

阪
神
高
速
道
路
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
五
第
五
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
四

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
許
可

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
三

景
観
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
八

十
六
条
並
び
に
第
九
十
条
第
四
項



（
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
そ
の
長
」
の
下
に
「
。
次
項
を
除
き
、
以

下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
掲
げ
る
屋
外
広
告
物
」
の
下
に
「
（
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外
広
告
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
の

た
め
に
必
要
な
」
を
「
に
関
し
必
要
な
事
項
を
表
示
す
る
標
識
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
ホ

中
「
（
指
定
都
市

(3)



に
お
い
て
は
、
そ
の
長
）
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
号
ニ
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(7)

(8)

(3)

(6)

(4)

(7)

(2)

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
景
観
重
要
建
造
物
の

(3)
保
存
の
た
め
に
必
要
な
建
築
物

第
六
条
第
四
号
ハ
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(9)

(10)

(3)

(8)

(4)

(9)

(2)

景
観
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
景
観
重
要
建
造
物
の
保
存
の
た
め
に
必
要
な
工
作
物

(3)

第
六
条
第
六
号
ハ

中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
る
。

（1）

(7)

(8)

第
六
条
第
八
号
ロ
中
「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
の
下
に
「
（
人
工
林
が
相
当
部
分
を
占
め
る
森
林
で
、
府
県
知
事
が
歴
史
的
風

土
を
維
持
保
存
す
る
上
で
必
要
と
認
め
て
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
範

囲
内
で
府
県
知
事
が
指
定
す
る
面
積
）
」
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
庫
補
助
金
の
額
）

第
十
一
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
補
助
金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設



の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二

十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
景
観
重
要
建
造
物
の

保
存
に
係
る
行
為

（
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二

十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
景
観
重
要
建
造
物
の



保
存
に
係
る
行
為

（
地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
六
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
三

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
許
可

（
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
十
一
条
第
一
項
中
第
四
十
五
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
四
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ



、
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
第
六
十
一
号
を
第
六
十
二
号
と
し
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
四
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
八

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
二
十
五
条

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。



第
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。十

三

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
四
条
第
一
項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



二
十
四

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
四
項

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
十
四
号
」
を
「
前
項
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。



第
八
十
七
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二

景
観
法
の
規
定
に
よ
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
並
び
に
下
水
道
部
及
び
公
園
緑
地
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
景
観
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
屋
外
広
告
物
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
七
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

が
除
却
し
、
又
は
除
却
さ
せ
た
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
に
つ
い
て
は
、
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
屋
外
広
告
物
法
第
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



理

由

景
観
法
及
び
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
景
観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
開
発

行
為
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
を
開
発
許
可
の
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
た
め
の
基
準
、
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
の
対
象

と
な
る
施
行
地
区
の
全
部
又
は
一
部
が
景
観
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
基
準
を
定
め
る
等
関
係
政
令
の
規

定
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


